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地域主権改革 (児童福祉施設 (事L児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期

治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター)の基準関係)について
家庭福祉課

ｌ

ｒ
ｉ

21奪40月 7日

児童福祉施設の基準について、廃止又は条例委任する。

都道府県が設置する児童自立支援施設の職員の身分規定を廃止する。

○ 地方分権改革推進計画の内容(平成21年 12月 15日 閣議決定)

1.児童福祉施設の最低基準は条例で都道府県等(※ )が定めるbその際、

(I)○従業員の資格及び員数

○居室の面積基準

O利用者及び家族に対する人権侵害の防止等に関する事項(懲戒権の乱用禁止など)

などについては、国の基準と同じ内容でなければならない。 =「従うべき基準」

(E)その他の設備及び運営に関する基準については、国の基準を参考にすればよい。 =「参酌すべき基準」
(※ )都道府県、政令指定都市、中核市

○生活指導及び家庭環境の調整

○関係機関との連携      等

2.児童自立支援施設の職員に関する規定は、廃止する。

1.児童福祉施設の最低基準について
→ 地域主権改革推進―括法案を、平成22年通常国会に提出 (平成22年 3月 5日 )。

施行 :平成23年4月

※ただし、施行から1年間は、自治体が条例を定めるまで、国が参酌すべき基準として定めるものを、最低基

準とみなすこととなる。
2.児童自立支援施設の職員の身分に関する規定について
→ 平成22年度中に実施 (平成22年 1月 29日 構造改`革特別区域推進本部決定 )



○地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案改正後の児童福祉法(傍線が改正予定部分)

第四+五条 者「道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場

合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するもので

なければならない。
② 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い

, 定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌立礼 のとする。

― 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数  ・

二 児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健    ｀

全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

三 児童福祉施設の運営に関する事項であつて、児童 (助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇の確保及

び秘密の保持、妊産婦の安全の確保並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で

定めるもの               ノ

③ 児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
   句上を図ることに努めるものとする。  中④ 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の「

○改正に伴う経過措置

地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置 )

第七条  第十三条、第十五条及び第十九条の規定の施行の日から起算して■年を超えない期間内において次の表

の上欄に掲げる規定1こ規定する者「道府県の条IFlが制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規
定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす:

新児童福祉法第二十四条の十二第T項及び第二項 1新児童福祉法第二十四条の十二第二項
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○
　
児
童
福
祉
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

（抄
）

（第
十
三
条
関
係
）

第
二
十
四
条
の
九

　

（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

②

　

（略
）
　
　
　
　
　
　
一

一
　

（略
）

・

一
一　
当
該
申
請
に
係
る
知
的
障
害
児
施
設
等
の
従
業
者
の
知
識
及
び
技
能
並
び
に
人

員
が
、
第
二
十
四
条
の
十
二
第

一
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
を
満
た

し

て
い
な

い
と
き
。

〓
一　
申
請
者
が
、
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
の
都
週
川
劇
硼
刻
例
で
定
め
る
指
定

知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
つ
て
適
正
な
知
的
障

害
児
施
設
等
の
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四
～
十

　

（略
）

第
二
十
四
条
の
十
二
．
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は
、
都
道
府
県
の
条
例
で

定
め
る
基
準
に
従
い
、
指
定
施
設
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

②
　
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は
、
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
指
定
知
的

障
害
児
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
指
定
施
設
支
援
を
提
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
．

③
　
都
道
府
県
が
前
二
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

第
二
十
四
条
の
九

　

（略
）

②

　

（略
）

一
　

（略
）
　
　
　
　
　
　
ヽ

一
一　
当
該
申
請
に
係
る
知
的
障
害
児
施
設
等
の
従
業
者
の
知
識
及
び
技
能
並
び
に
人

員
が
い
第
二
十
四
条
の
十
二
第

一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
し

て
い
な
い
と
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｃ
　
／′
リ

〓
一　
申
請
者
が
、
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
の
目
引
州
例
倒
制
で
定
め
る
指
定
知

的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
つ
て
適
正
な
知
的
障
害

児
施
設
等
の
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四
～
十

　

（略
）

第
二
十
四
条
の
十
二
　
指
掟
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
堵
は
、
目
引
州
倒
Ⅷ
会
で

，
´
定

め
る
基
準
に
従
い
、
指
定
施
設
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

②
　
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
知
的
障

害
児
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
指
定
施
設
支
援
を
提
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一　
指
定
施
設
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数

一
一　
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
係
る
居
室
及
び
病
室
の
床
面
積
そ
の
他
指
定
知
的

者
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
の
確
保
並
び
に
障
害
児
の
適
切
な
処
遇
及
び
安
全

ｇ

掘

調

馴

州

日

日

樹

樹

劇

鼎

到

刷

倒

ｇ

コ

目

■

刊

―

　

　

　

　

′

第
二
十
四
条
の
十
六
　
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が
、

当
該
指
定
に
係
る
施
設
の
従
業
者
の
知
識
若
し
く
は
技
能
若
し
く
は
人
員
に
つ
い
て

第
二
十
四
条
の
十
二
第
一
項
の
割
週
川
劇
倒
劉
例
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
お
ら

ナ
、
■
は
同
条
第
二
■
ら
都
劉
川
鼎
針
条
例
で
定
″
ヶ
指
定
如
的
障
害
児
施
計
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
つ
て
適
正
な
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
運
営

を
し
て
い
な
い
と
認
み
る
と
き
は
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
に
対

し
、
期
限
を
定
め
で
、
同
条
第
一
項
の
都
道
川
県
の‐
剰
例
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し

、
又
は
同
条
第
二
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一

②
～
④
　
（略
）
　
¨

第
二
十
四
条
の
十
七

一
。
一
一
　

（略
）

（略
）

第
二
十
四
条
の
十
六
　
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が
、

当
該
指
定
に
係
る
施
設
の
従
業
者
の
知
識
若
し
く
は
技
能
若
し
く
は
人
員
に
つ
い
て

第
二
十
四
条
の
十
二
第
一
項
の
回
引
州
倒
倒
制
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
お
ら
ず

―
又
は
同
条
第
二
項
の
目
劉
州
倒
倒
列
で
定
め
る
指
定
知
的
障
害
児．施
設
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
つ
て
適
正
な
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
運
営
を
し

て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
に
対
し
、

期
限
を
定
め
て
、
同
条
第

一
項
の
目
引
州
働
劉
倒

，
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
、
又
は

鳳
条
第
二
項
の
周
引
州
側
劉
引
「
定
め
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及
び
Ｅ

営
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
～
④

　

（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

第
二
十
四
条
の
十
七

　

（略
）

一
。
一
一
　

（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
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∵
一　
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等

の
設
置
者
が
、
当
該
指
定
に
係
る
施
設
の
従
業
者

の

灯
識
若
し
ぐ
は
技
能
又
は
人
員
に

つ
い
て
、
第
二
■
四
条

の
十
二
第

一
項

の
都
道

川
劇

の‐
剣
例

で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

つ
た
と
き
。

四

¨
指
定
如
的
障
害
児
施
設
等

の
設
置
者
が
、
第
二
十
四
条

の
十
二
第
二
項
の
都
道

川
月

の‐
劉
例
で
定

‐め
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
に
従

つ
て
適
正
な
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等

の
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
ぐ

な

つ
た
と
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

五
，
十

一
　

（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

第
二
十
条

の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
、
里

親

（第
二
十
七
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
里
親
に
限
る
。
第

二
十
三
条

の
十
一
第
二
十
三
条

の
十
四
第

二
項
、
第
四
十
硼
条

の
三
、
剣
馴
川
司
条

の‐

二‐
、
第
四
‘十

六
条
第

一
項
、
第
四
十
七
粂
第
二
項
測
洲
劉
回
「
川
劉
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
児
童
福
祉
施
設
の
長
並
び
に
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
者
に
、
児
童

つ

保
護
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示
を
し
、
又
は
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

第

四
十
五
条
　
割
遭
川
月

は
、
児
童
福
祉
施
設

の
設
備
及
び
運
営

に

つ
い
て
、
剣
例
０

国
期

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
場
合

に
お

い
で
、

そ
の
基
調

は
、
児
童

の

身
体
的
ヽ
精
神
的
及
び
社
会
的
な
発
達

の
た
め
に
必
要
な
生
活
水
準
を
確
保
す

る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ

ヽ。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
、

９
割
ヨ
賞
劃
珊
剣
司
目
錮
到
国
引
ｄ
『

次‐
目
日
∃
ョ
ロ
耐

て
は
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他

の
事
項
に

〓
一　
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が
、
当
該
指
定
に
係
る
施
設
の
従
業
者
の

知
識
若
し
く
は
技
能
又
は
人
員
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
十
二
第

一
項
の
目
引

」
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
。

四
　
指
定
知
的
障

・害
児
施
設
等
の
設
置
者
が
、
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
の
目
引

労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

に
従
う

て
適

正
な
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等

の
運
営
を
す

る
こ
と
が

で
き
な
ぐ
な

つ
た
と
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

五
，
十

一
　

（略
）
　

　

　

　

、

第

二
十
条

の
二
　

都
道
府
県
知
事

は
、

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
、
里

親

（
第

二
十
七
条
第

一
項
第
二

号

の
規
定

に
よ
り
委

託
を
受
け
た
里
親

に
限
る
。
第

二

十
三
条

の
十
、
第

二
十
三
条

の
十
四
第

二
項
、
第

四
十
囲
条

の
二
、
剣
回
刊
ョ
剣

剣
「
呵
測
洲
剣
コ
珂
（
第

四
十
六
条
第

一
項
、
第

四
十
七
条
第

二
項
週
到

―こ‐
鋼
四
引

川

刻

に
お

い
で

同
じ
。
）
及
び
児
童
福
祉
施
設

の
長
並
び
に
前
条
第

一
項
に
規
定
す

る
者
に
、
児
童

の
保
護
に

つ
い
て
、
必
要
な
指

示
を
ｔ
、

又
は
必
要
な
報
告
を
さ

せ

る

こ
と
が

で
き
る
。

第

四
十
五
条
　
周
引
州
倒
劇
国

は
、
児
童
福
祉
施

設

の
設
備
及
び
運
営
週
び
口
到
冽
ｑ

行
う
養
育

に

つ
い
て
、
最
低
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
場
合

に
お

い

で
、

そ

の
刷
国
劉
剰

は
、
児
童

の
身
体
的
、
精
神
的

及
び
社
会
的
な
発
達

の
た
め
に

必
要
■
生
活
水
準
を
確
保
す

る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
児
童
の
健
全
な
発
達
日
□
釧
目
劃
Ｊ
引
ｄ
Ы
の‐
日

劇

＝

目

劃

創

日

翻

目

碁

Ｊ

匈

計

創

例

Ｊ

劉

「
日
∃
絹
謝
襴
曇
劉
倒
§
コ
剣
国
悧
堀
∃
緋
劃
罰

一

「

国

日

翻

謝

割

―

割

曇

剰

目

１

月

日

彗

劃

引

倒

剤

∃

留

司

劉

馴

劉

智

刻

綱

引

督

倒

翻

コ

目

例

到

司

‥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

③‐
一
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
は
、
剣

一
‐

珂

の‐
ョ
珂
を
首
宇
し
な
け
れ
ば
な
け
な
い
。

④
　
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に

つ
卜
て
の
水

準

の
向
上
を
図
る
こ
と
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
ら
な

い

ー
ｑ

軍
‐
「
『
詞
剰
コ
割
個
「
川
刷
目
矧
引
件
「

第
四
十
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、

維
持
す
る
た
め
、■
児
童
福
祉
施
設
の
設‥
置
者
、
児
童
福
祉
施
設
の
長
及
び
里
親
に
対

し
て
、

デ
必
要
な
報
告
を
求
め
、
児
童

の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
に
、

だ1尼
お
い

な|て

こ1労

芝1磐
つ

養

嘲 呼

第
四
十
五
条
第

一
項
及
び
前
条
第

一
項
の
基
準
を

に
児
童
の
健
全
な
発
達
に
密
接
に
関
連
す
う
Ы
の‐
ｄ
ｕ
ｄ

児
童
の
身

②‐
　
児
遺
福
祉
施
設
の
設
置
者
測
洲
雲
制
は
、
訓
ゴ
ｄ
副
硼
刻
ヨ
‐‐を
遵
守
し
な
け
れ
一

な
ら
な
い
。
　
　
　
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

③‐
一
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
は
ヽ
児
童
福
祉
施
設
０
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
の
水

準
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
訓
列

の‐
刷
側
馴
「
を
維
持
す
る
た
め
．、

児
童
福
祉

施
設
の
設
置
者
い
児
童
福
祉
施
設
の
長
及
び
里
親
に
対
ｔ
て
、
必
要
な
報
告
を
求
め

、
児
童

の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
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関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
ｔ
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、

類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
Ｌ
が
で
き
る
‥
　
　
　
　
　
　
・

（略
）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

都
道
府

県
如
事

は
、
児
童
福
祉
施

段

の
設
備

又
は
運
営
が
剣
回
引
コ
刻
剣
刊
園

の‐

ョ
鮒
に
撻
し
な
い
せ
き
は
、
そ
の
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
必
要
な
改
善
を
証
告
し

、
又
は
そ
の
施
段
の
設
置
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
ず
、
か
つ
、
丹
童
祖
祉
に
有
害
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
２
■
は
、
必
要
な
改
善
を
命
ず
る
こ
ど
が
で
き
る
。

④
　
都
道
府
県
力
事
は
、
児
童

〓
福
祉
施
設
の
設
備
又
は
こ
営
が
剣
回
刊
コ
剰
剣
刊
珂
の‐

基
準
に
達
せ
ず
、
か
つ
、
児
童
福
祉
に
著
し
く
有
害
０
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
瑯
道
府
県
児
童
福
■
藩
議
会
の
意
見
を
聴
〓
、
そ
の
施
段
つ
設
置
孝
ｔ
対
ｔ
、
ぞ

の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
‘　
　
　
　
　
　
　
．

第
五
十
条
　
次
に
掲
げ
拓
費
用
は
、
都
道
府
県
の
支
弁
と
す
る‐γ

一
～
五
の
二

（略
）

ェ松
　
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
施
計
に
ぉ
い
で
市
町
村
‐

が
行
う
動
産
の
実
施
又
は
母
子
保
護
の
実
施
に
要
す
る
費
用

（助
産
の
実
施
一
は

母
子
保
護
０
実
施
に
つ
き
劉
回
刊
コ
劉
剣
＝
叫
の‐
馴
綱
を
維
持
す
る
た
め
に
要

，

る
費
用
を
い
う
。
第
六
号
の
三
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

，

六
の
二
　
都
道
府
県
の
設
置
す
る
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
実
施
に
要
す
る
保
育
費

明

（保
育
の
実
施
に
つ
き
引
硼
「
コ
刻
剣

一‐
剰
倒
目
調
を
維
持
す
巧
た
め
に
要
す

る
費
用
を
い
う
。　

‥次
条
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
　
　
　
　
　
　
、

・

六
の
三
、
六
の
四

（略
）　
　
　
　
一　

　ヽ
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

③ ②

帳
簿
書

（
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

，

・

（略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

・都
道
府
県
知
事
は
、
児
遺
福
祉
施
設
の
設
備
又
は
運
営
が
詞
刻
の‐
刷
国
馴
珊
に
達

し
な
い
と
き
は
一
そ
の
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
必
要
な
改
善
ど
勧
告
し
、
．一

は
そ

の
施
設
の
設
置
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
ず
、
か
つ
、
児
童
福
祉
に
有
害
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
必
要
な
改
善
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
、

④
　
都
道
府
県
知
事
は
、
況
憧
福
祉
施
設
の
設
備
又
は
運
営
が
前
刻

の‐
刷
国
ヨ
綱
に
達

せ
ず
、
か
っ
、

現
童
福
祉
に
著
し
く
有
害
で
あ
る
と
認
み
ら
れ
る
と
き
は
、
都
道
府

県
児
遺
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
き
（
ぞ
の
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
そ
ら
事
業
の

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

「第
五
十
条
　
次
に
掲
げ
る
費
凋
は
、
都
道
府
県
の
支
弁
と
す
る
。

一
～
伍
の
二

（略
）
　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

ェハ
　
都
道
府
県
の
設
置
す
る
班
症
施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
い
て
市
町
村

が
行
う
助
産

の
実
施

又
は
母
子
保
護

の
実
施
に
要
す
る
費
用

（助
産

の
実
施
又

は
母
子
保
護

の
実
施
に

つ
き
剣
回
＝
コ
劉
り
刷
側
ヨ
珂
を
維
持
す
る
た
め
に
要

す
る
墳
用
せ
い
う
。
第
六
号
の
三
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
匪
レ
。
）

六
０
二
　
瑯
埴

′
府
県
つ
設
置
す
る
保
育
所
に
お
け
る
保
育

の
実
施
に
要
す
る
保
育
費

凋

（探
育

の
実
硫
■
ち
き
剣
口
刊
コ
列

の‐
刷
倒
馴
判
を
維
持
す
み
た
め
に
要
す
る

費
用
を
い
テ
。
次
条
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）

ｒ
六
の
三
ハ
六
の
四

（略
）

③ ②ヽ

帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
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都
道
府
県
が
、
第
二
十
七
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
採
つ
た
場
合

養
育
に

っ
き
、
劉
硼
コ
引
劇
習
劉
コ
倒
凶
日
ヨ
馴
劇
コ
剣
ｑ
コ
鋼

ＴＩ
「
ｑ
ヨ
判
を
維

持
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用

（国
の
設
置
す
る
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
知
的

障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う

・あ
児
施
設
（
肢
体
不
自
由
児
施

設
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援

施
設
に
入
所
さ
せ
た
児
童
に
つ
き
、
そ
の
入
所
後
に
要
す
る
費
用
を
除
ぐ
。
）

七
の
二
～
九

（略
）

七
　
都
道
府
県
が
、
第
二
十
七
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
採
つ
た
場
合

養
育
に
つ
き
、
第
四
十
五
条
の
最
低
基
準
を
維
持
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用

（国

の
設
置
す
る
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
、

一知
的
障
害
児
通
園

施
設
、一
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
、
情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
さ
せ
た
児
童
に
つ
き

、
そ
の
入
所
後
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）

七
の
二

，
九

（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　

　

　

¨

に
お
い
て
、
入
所
又
は
委
託
に
要
す
る
費
用
及
び
入
所
後
の
保
護
又
は
委
託
後
の

に
お
い
て
、
入
所
又
は
委
託
に
要
す
る
費
用
及
び
入
所
後
の
保
護
又
は
委
託
後
の
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地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
抄
）

目
次
　
　
　
　
　
　
Ｉ

第

一
章
　
内
閣
府
関
係

（第

一
条
卜
第
二
条
）

・

第
二
章
　
総
務
省
関
係

（第
四
条
―
第
人
条
）

第
二
章
　
文
部
科
学
省
関
係

（第
九
条
―
第
十
二
条
）
　
　
　
　
　
　
　
¨

第
四
章
　
厚
生
労
働
省
関
係…

（第
十
三
条
「
第
二
十
条
）

第
五
章
　
農
林
水
産
省
関
係

（第
二
十
二
条
―
第
二
十
五
条
）

第
六
章
　
経
済
産
業
省
関
係

（第
二
十
六
条
―
第
二
十
条
）
　

一

第
七
章
　
国
土
交
通
省
関
係

（第
三
十

一
条
ド
第
二
十
人
条
）

第
人
章
　
環
境
省
関
係

（第
二
十
九
条
―
第
四
十
二
条
）

附
則
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第
四
章
　
厚
生
労
働
省
関
係

（児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
児
童
福
祉
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
こ
う
に
“
正
す
る
。　
　
　
　
　
　
一

第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
号
中

「厚
生
労
働
省
令
」
を

「都
道
府
県
の
条
例
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
十
三
中

「厚
生
労
働
省
令
」
を
Ｌ
都
道ｉ
府
県
の
条
例
」
に
改
め
、ヽ
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
ヶ
。

都
道
府
県
が
前
二
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一
＾
指
定
施
設
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′　
　
　
　
、

三
　
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
係
る
居
室
及
び
病
室
の
床
面
積
そ
の
他
指
，定

知
的
障
害
児
施
設
争
の
設
備
に
関
す
ヶ
事

項
で
あ
つ
て
障
害
児
の
健
全
な
発
達
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
　
　
一

〓
一　
指
定
知
酌
障
害
児
施
設
等
の
運
営
に
関，す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
障
害
児
の
保
護
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
の
確

保
並
び
に
障
害
児
の
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も

の
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第
二
十
四
条
の
十
六
第
一
項
並
び
に
第
二
十
四
条
の
十
七
第
二
号
及
び
第
四
号
中

「厚
生
労
働
省
令
」
を

「都
道
府
県
の

条
例
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
三
中

「第
四
十
五
条
第

一
項
及
び
第
二
項
」
を

「第
四
十
五
条
の
二
」
に
、

「並
び
に
第
四
十
八
条
」
を

「

及
び
第
四
十
人
条
」
に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

第
四
十
五
条
第

一
項
中

「厚
生
労
働
大
臣
」
を

「都
道
府
県
」
に
改
め
、

「並
び
に
里
親
の
行
う
養
育
」
を
削
り
、

「に

つ
い
て
、
」
の
下
に

「条
例
で
」
を
加
え
、

「
最
低
基
準
」
を

「基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「及
び
里
親
「
を
削
り

、

「前
項
の
最
低
基
準
｝
を

「第

一
項
の
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

に
従
い
定
め
る
も
の
と
ｔ
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一　
児
童
福
祉
施
設
に
配
置
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数

一
一　
児
童
福
祉
施
設
に
係
る
居
室
及
び
病
室
の
床
面
積
そ
の
他
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
児
童
の

健
全
な
発
達
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

〓
一　
児
童
福
祉
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
児
童

（助
産
施
設
に
あ
つ
て
は
、
妊
産
婦
）
の
適
切
な
処
遇
の
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確
保
及
び
秘
密
の
保
持
、
妊
産
婦
の
安
全
の
確
保
並
び
に
児
童
の
健
全
な
発
達
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

第
四
十
五
条
の
次
一に
次
の
一
条
を
加
え
る
。　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
　
一

第
四
十
五
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
里
親
の
行
う
養
育
に
つ
い
て
、
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
基
準
は
、
児
童
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
に
必
要
な
生
活
水
準
を
確
保
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

里
親
は
、
前
項
の
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
六
条
第

一
項
中

「前
条
の
最
低
基
準
」
を

「第
四
十
五
条
第

一
項
及
び
前
条
第

一
項
の
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
及
び
第
四
項
中

「前
条
の
最
低
基
準
∵
を

「第
四
十
五
条
第

一
項
の
基
準
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
中

「第
四
十
五
条
の
最
低
基
準
」
を

「第
四
十
五
条
第

一
項
の
基
準
」
に
改
め
、
同

条
第
七
号
中

「第
四
十
五
条
の
最
低
基
準
」
を

「第
四
十
五
条
第

一
項
又
は
第
四
十
五
条
の
二
第

一
項
の
基
準
」
に
改
め
る
「
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附
・
則

・
（施
行
期
日
）
　

　

　

　

　

●

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
一
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
町
か
ら

施
行
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

一　

第
七
条
、
第
二
十
二
条
ヽ
第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
人
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十

一
条
、
第
二
十
三
条

（

次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
ぐ
。
）
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
人
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
人
条
、
第
十
条
、
第
十

一
条
、
第
十
三
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
　
公
布
の
■
か
ら
起
算
し
て
三

月
を
経
過
し
た
日

一
一　
第
六
条
、
第
十

一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
人
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第
二

十
九
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条

（道
路
法
第
二
十
条
及
び
第
四
十
五
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
Ｙ
、
第
二
十
五
条

及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
（

第
十
八
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条

（構
造
改

革
特
別
区
域
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
二
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十
七
条
、
第
二
十
人
条
ヽ
第
四
十
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
　
平
成
二
十
三
年
四
月

一
月

〓
一　
第
二
条
の
規
定
及
び
附
則
第ヽ
四
十
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
計

四
　
第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
二
十
九
条
及
び
第
四
十

一
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日

又
は
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十
二
年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日
の
翌
日
の
い
ず
れ
か
遅

い

日

（児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
第
十
三
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ

…る
ま
で
の
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
′す
。

新
児
童
福
祉
法
第
四
十
五
条
第

一
項

新
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
十
二
第

一
項
及
び
第
二
項

新
児
童
福
祉
法
第
四
十
五
条
第
二
項

新
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
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新
障
害
者
自
立
支
援
法
第
八
十
四
条
第

一
項

新
障
害
者
自
立
支
援
法
第
八
十
条
第

一
項

新
障
害
者
自
立
支
援
法
第
四
十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
項

新
障
害
者
自
立
支
援
法
第
四
十
三
条
第

一
項
及
び
第
二
項

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
自
立
支
援
法

（

以
下
こ
の
表
及
び
附
則
第
四
十
三
条
に
お
い
て

「新
障
害
者

自
立
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第

一
項
第
二
号
イ
及

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
福
祉
法

（以
下
こ

の
表
及
び
附
則
第
四
十
三
条
に
お
い
て

「新
老
人
福
祉
法
」

と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項

新
障
害
者
自
立
支
援
法
第
八
十
四
条
第
二
項

新
障
害
者
自
立
支
援
法
第
八
十
条
第
二
項

新
障
害
者
自
立
支
援
法
第
四
十
四
条
第
二
項

新
障
害
者
自
立
支
援
法
第
四
十
三
条
第
二
項

新
障
害．
者
自
立
支
援
法
第
二
十
条
第
二
項

新
老
人
福
祉
法
第
十
七
条
第
二
項
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